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松戸市市税条例の一部を改正する条例の制定について 

 

松戸市市税条例の一部を改正する条例を別紙のように定める。 
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提  案  理  由 

 

地方税法の改正に伴い、固定資産税及び都市計画税のわがまち特例に係る特

例割合の規定を整備するとともに、軽自動車税のグリーン化特例に係る適用期

限を延長するため。 



松戸市市税条例の一部を改正する条例 

 

松戸市市税条例（平成２７年松戸市条例第１２号）の一部を次のように改正

する。 

第７７条の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第７７条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する条例で定める割合（固定

資産税に係る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する条例で定める割合（固定資産税に係

る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する条例で定める割合（固定資産税に係

る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

第１５２条の次に次の１条を加える。 

（法第３４９条の３第２８項等の条例で定める割合） 

第１５２条の２ 法第３４９条の３第２８項に規定する条例で定める割合（都

市計画税に係る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

２ 法第３４９条の３第２９項に規定する条例で定める割合（都市計画税に係

る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

３ 法第３４９条の３第３０項に規定する条例で定める割合（都市計画税に係

る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

附則第３１条中第１７項を第１９項とし、第１６項の次に次の２項を加える。 

１７ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合（固定資産税に係

る部分に限る 。） は、３分の１とする。 

１８ 法附則第１５条第４５項に規定する条例で定める割合（固定資産税に係

る部分に限る 。） は、３分の２とする。 

附則第４５条中第５項を第８項とし、第４項の次に次の３項を加える。 

５ 法附則第３０条第６項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対

する第１０３条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２９年４月１



日から平成３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第２項の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

６ 法附則第３０条第７項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車に対

する第１０３条の規定の適用については、当該軽自動車が平成２９年４月１

日から平成３０年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には

平成３０年度分の軽自動車税に限り、当該軽自動車が平成３０年４月１日か

ら平成３１年３月３１日までの間に初回車両番号指定を受けた場合には平成

３１年度分の軽自動車税に限り、第３項の表の左欄に掲げる同条の規定中同

表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

７ 法附則第３０条第８項第１号及び第２号に掲げる三輪以上の軽自動車（前

項の規定の適用を受けるものを除く 。） に対する第１０３条の規定の適用に

ついては、当該軽自動車が平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日ま

での間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３０年度分の軽自動車税に

限り、当該軽自動車が平成３０年４月１日から平成３１年３月３１日までの

間に初回車両番号指定を受けた場合には平成３１年度分の軽自動車税に限り、

第４項の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞ

れ同表の右欄に掲げる字句とする。 

附則第４５条の２第１項中「第４項」を「第７項」に改める。 

附則第５０条に次の２項を加える。 

３ 法附則第１５条第４４項に規定する条例で定める割合（都市計画税に係る

部分に限る 。） は、３分の１とする。 

４ 法附則第１５条第４５項に規定する条例で定める割合（都市計画税に係る

部分に限る 。） は、３分の２とする。 

附 則 

（施行期日） 



第１条 この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

第２条 この条例による改正後の松戸市市税条例の規定中固定資産税及び都市

計画税に関する部分は、平成３０年度以後の年度分の固定資産税及び都市計

画税について適用し、平成２９年度分までの固定資産税及び都市計画税につ

いては、なお従前の例による。 


